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本資料の作成については、主に、今までの厚生労働省から発信

された行政資料等を参考とし、要約した内容となっております。 

本来であれば作成した内容について保険者確認が必要ではあり

ますが、作成等に時間を要し、確認が不十分なところもございま

す。詳細については、貴殿で長崎市介護保険課へご確認いただく

ことで、本資料が、より、密度の濃い内容となり業務に活かせる

資料になると思いますので、どうぞ本資料をご活用ください。 

また、本資料には居宅介護支援における「特定事業所集中減算」

の内容は含まれておりません。 
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加算・減算・運営規準について 運営基準減算 

算
定
内
容 

運営基準の内容を 1 か月以上、未実施の場合 ：所定単位数に 50／100 を乗じた単位数 

運営基準減算が 2 か月以上継続している場合 ：所定単位数算定なし 

算
定
要
件 

Ⅰ.居宅サービス計画の新規作成・変更に当たり、次のいずれかに該当した場合 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接していない場合 

② サービス担当者会議(やむを得ない理由による意見照会を含む＊１)を行っていない場合（ただし、

月末における新規依頼や容体急変等の特別な場合を除く＊２） 

③ 居宅サービス計画の原案について利用者又は家族に説明し、文書により同意を得た上で、居宅サー

ビス計画を利用者及び担当者へ交付していない場合 

Ⅱ. 次の場合にサービス担当者会議(＊１と同じ)を行っていない場合（＊２と同じ） 

①  居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が、要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が、要介護状態区分の変更認定を受けた場合 

Ⅲ. 居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）に当たり、特段の事情なく、次のいずれかに

該当した場合 

① 月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接していない場合 

② モニタリングの結果を記録していない状態が1ヶ月以上継続した場合 

※注意）以上に該当し、運営基準減算となる場合は、特定事業所加算も算定できません。 

算
定
ま
で
の
流
れ 

 減算となる場合の流れ（認定更新の場合）  

  認定更新日 

  5 月 1 日 

 5 月 6 月  

減算なし 
   

50/100 減算 
  ※５月の請求は 50/100 減算。   

６月は実施しているため減算なし。 

所定単位数 

算定なし 
  ※７月以降も行わない場合は

継続して算定なし。 

 参考『一連のケアマネジメントプロセス』 

 ケアプラン作成依頼 

Ａ 課題分析 
アセスメント 

ケアプラン原案作成 

Ｂ

 

Ｃ  

Ｄ利用者へケアプランの説明

及び同意と交付 

Ｅケアプランの交付 

 

）  

個別サービス計画書

の作成 

ケアプランに基づく

サービスの実施 

必要に応じた 

ケアプランの変更 

・網掛けの項目が介護支援

専門員が行う業務。 

・Ａ～Ｇの項目について、

一つでも実施していな

いものがあれば、運営基

準減算に該当。 

６月末まで未実施 

5月末までに実施 

5月末まで未実施 6月中に実施 
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算
定
ま
で
の
流
れ 

＜留意事項＞ 
ＦＧ．モニタリングの実施及び記録（基準省令の解釈通知第13 条第13 号及び居宅サービス計画書記載要領）  
● 少なくとも月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

● 少なくとも月に1回、モニタリングの結果を記録すること。 

●モニタリングを実施できない「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、

利用者に面接することができない場合を指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれ

ないこと。 

●特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。 

●「特段の事情」がある場合についても、代替的な方法によるモニタリングを実施する等、利用者の

状態把握等に努めること。 

●モニタリングにおいては、下記の点等に留意して、実施・記録すること。 

1. 利用者やその家族の意向・満足度 ２. 目標の達成度 

３．事業者との調整内容 ４．居宅サービス計画の変更の必要性 

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」 
※（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）より抜粋 平成 24 年度改正分  

３ 運営に関する基準  

（７） 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱い方針  

 「一連のケアマネジメントプロセスについて」 

  基準第十三条は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅

サービス計画の実施状況の把握などの居宅介護支援を構成する一連の業務のあり方及び当該業務を行

う介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。 

  なお、利用者の課題分析（第六号）から居宅サービス計画の利用者への交付（第十一号）に掲げる

一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したも

のであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむ

を得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束す

るものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可

及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応

しなければならない。 

 ⑦ 課題分析における留意点（第 7 号）※一部抜粋 

  介護支援専門員は、解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）に当たっては、利用

者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びそ

の家族に面接して行わければならない。 

 ⑭ 居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見の聴取 

（第 14 号）※一部抜粋   

「やむを得ない理由によりサービス担当者に対する照会等による意見徴集が認められる場合」 

  ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由

により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない

場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。 

 ⑯ 居宅サービス計画の変更（第十五号）※一部抜粋  

 「利用者の希望による軽微な変更にて居宅介護支援の一連のプロセスについて必要がない場合」 

  居宅サービス計画を変更する際には、原則、基準第十三条第三号から第十一号までに規定された居

宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。なお、利用者の希望による軽

微の変更（例えばサービス提供日時の変更等で、介護支援専門員が基準第十三条第三号から第十一号

までに掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの）を行う場合には、この必要がないもの

とする。ただし、この場合におもいても、介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題の変化に留意

することが重要である・・・（同条第12号 居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等） 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ．運営基準違反に該当する場合の減算方法について 

Ａ．当該減算は､居宅介護支援の質の向上を図る観点から､居宅介護支援の体制や居宅サービス計画に応

じた評価を行うことを目的としており､利用者ごとに適用される。※介護保険最新情報 vol.151 より 

Ｑ．新規認定時の減算に係る起算月について 

Ａ． 居宅介護支援事業者は要介護認定申請等に係る援助が義務付けられていることから､認定申請の段

階から居宅サービス計画の原案の検討に入るべきであるため、原則として認定申請日の属する月に

かかる居宅介護支援費から減算する。 ※介護保険最新情報 vol.151より 
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加算・減算・運営規準について 初回加算 

算
定
内
容 

新規に居宅サービス計画を策定した場合 ⇒ 300 単位／月（介護予防支援も同様） 

※加算の趣旨：新規の利用者等に対して一連の新規のケアマネジメント過程を行う手間について評価を行う。 

算
定
要
件 

Ⅰ．新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合 

Ⅱ．要支援者が要介護認定を受け、新規に居宅サービス計画を作成する場合 

Ⅲ．要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合 

※ 運営基準減算に該当する場合や、退院・退所加算を算定する場合は算定できない。 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ．利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居

宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作

成する場合、初回加算は算定できるのか。また、その逆の要支援者から要介護者に変更になった場

合も算定できるのか。 

Ａ．初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を

要することを評価したものであり、お尋ねの事例については、算定可能である。なお、この考え方

については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。※平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.2)  

Ｑ．介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を

算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。 

Ａ．前者のケースについては、委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事

業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので、初回加算を算定することができない。

また、後者のように、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合については、介護予防

支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算定することが可能であ

る。※平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.2)より 

Ｑ．契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再度の契約時の際

に初回加算は算定できるのか。 

Ａ．初回加算については、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、

その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、

算定することはできない。※平成 18年 4月改定関係 Q＆A(vol.2)より 

Ｑ．初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含

むと解してよいか。 

Ａ． ｢新規｣とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したがっ

て、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、

初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回

加算についても、共通である。※平成 18年 4月改定関係 Q＆A(vol.2)より  

Ｑ．初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示された

い。 

Ａ．契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居

宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅

サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱

いとする。※平成 21 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.1)より 

算
定
に
お
け
る
（
例
） 

 要支援と要介護認定を行き来する場合（算定可） 

契約事業所 

委託 

要支援２ 要介護１ 
行き来毎に 

算定可 

Ａ居宅介護支援 

事業所 

B 地域包括支援 

センター 

Ａ居宅介護支援 

事業所 

介護認定 要支援の時と要介護

の時と担当がＡ居宅

介護支援事業所であ

っても、要支援の際は

Ｂ地域包括支援セン

ターとの契約関係で

あるため委託先に関

係なく初回加算は算

定できます。 
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算
定
に
お
け
る
（
例
） 

 一旦解約した利用者と改めて新規契約した場合（条件により算定可） 

 

 

 

 

 

 介護予防支援事業所が変更になった場合（算定可） 

 

 

 

 

 担当介護支援専門員は変更なく、居宅介護支援事業所が変更になった場合（算定可） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 介護予防支援事業所から委託先が変更になった場合（算定不可） 

           

 

 

 

 

 

 

※以上の例は、いずれも一連のケアマネジメント業務を行ったうえでしか算定はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 Ａ居宅介護支援事業所 

7 月 解 約 

8 月 再契約 Ａ居宅介護支援事業所 

※2 月以上経過していない 

 ため算定不可 2 か月以上経

過している場

合は  

新規に居宅サービス計画を

作成する場合の「新規」と

は、契約の有無に関わらず、

当該利用者について過去 2

か月以上、居宅介護支援を

提供しておらず、居宅介護

支援が算定されていない場

合をいいます（介護予防支

援も同様の扱いです） 

Ｂ介護予防支援事業所 

Ａ居宅介護支援事業所 

Ｃ居宅介護支援事業所 
委託 

委託先変更 

Ａ居宅介護支援事業所 

Ｂ居宅介護支援事業所 

Ｃ 介護支援専門員 が担当 

Ｃ 介護支援専門員 が担当 

退職等で事業

所を変更。同

一ケアマネが

担当 

Ａ介護予防支援事業所 

Ｂ介護予防支援事業所 

Ａ居宅介護支援事業

所 委託 

委託先が変更に

なった場合も同

様に算定可能で

ある。 
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加算・減算・運営規準について 独居高齢者加算 

算
定
内
容 

独居高齢者に対しての加算 ⇒ 150 単位／月 

※加算の趣旨：ケアマネジメントを行うに際し、特に労力を要する独居高齢者に対する支援等について

評価を行う。 

算
定
要
件 

独居の高齢者に対して指定居宅介護支援を行うに当たって、以下を満たす場合に算定可能。 

① アセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合 

② 算定開始月以降は、少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者が引き続き単身で居住して

いる旨を確認し、その結果を支援経過記録等に記載する。 

※平成24年度改定前には、原則、住民票による確認を行うこととなっていたが、改定後、基準より削

除される。しかしながら、加算の趣旨にあるように、独居状態におけるケアマネジメントの手間に

対する評価であるため、アセスメントによりしっかりとした実態を把握し、記録しておくことが大

切です。 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ．独居高齢者加算において、利用者の申立てがあり、住民票上、単独世帯の場合はどのようなケース

でも加算できるのか。 

Ａ．当該加算については、介護支援専門員がケアマネジメントを行う際に、家族等と居住している利用

者に比べて、生活状況等の把握や日常生活における支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力

を要する独居高齢者に対する支援について評価を行うものであることから、住民票上、単独世帯で

あっても、当該利用者の状況等を把握している者が同居している場合は、当該加算の対象とはなら

ないことから、介護支援専門員がアセスメント、モニタリング等の実態を踏まえた上で、判断する

こととなる。※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)より 

Ｑ．利用者が住民票上、単独世帯であることや介護支援専門員のアセスメント、モニタリングを通じて、

利用者の「独居」を確認した場合についての記録はどのように行うのか。 

Ａ．住民票等の写しを居宅サービス計画等と一体して保存するとともに、介護支援専門員がアセスメン

ト、モニタリング等を通じて、アセスメントシート、居宅サービス計画等に記載しておくものとす

る。※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1より)※住民票の確認については平成24年度改定にて削除。  

Ｑ．住民票の取得に要する費用については、事業者が負担するのか。 

Ａ．そのとおりである。※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) 

算
定
の
流
れ 

 初回の算定から毎月の算定について 

 6 月 7 月 8 月 

生活状況 

   

介護支援

専門員が

行う業務 

・アセスメントにより、独居状態であることを

確認する。 

・独居である記録はアセスメントシートや居宅

サービス計画書等に記載しておく。 

・モニタリングを

通じ独居状態を

確認し、支援経

過に記録 

・住民票上は独居

であっても当該

利用者の状況を

把握する者が同

居するようにな

った。 

算定状況 算定可 算定可 算定不可 

注意）介護福祉施設以外のケアハウスや有料老人ホーム等に入所している場合。（要確認） 

独居加算の趣旨からして、施設の種類等によって算定の可否を区分するものではなく，実態として独

居であるか否か（いわゆる同居人や世話人がいて，その利用者の状況を把握しており，情報を得ること

ができるかどうか等）をケアマネジメントにより把握し，現状に則して独居かどうかの判断をすること

となる。 

 

独居 独居 同居 
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加算・減算・運営規準について 認知症加算 

算
定
内
容 

認知症高齢者に対して ⇒ 150 単位／月 

※加算の趣旨：ケアマネジメントを行うに際し、通常よりも生活状況等の把握やサービスの調整、日常

生活における支援等が困難であり、特に労力を要する認知症高齢者に対する支援について評価を行う。 

算
定
要
件 

①日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知

症（法第５条の２に規定する認知症をいう）の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、

１月につき所定単位数を加算する。※平１２厚告２０別表のヘの注／平１２老企３６ 第３の１４ 

より 

②認知症加算の取扱いについて 

「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知

症の利用者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はＭに該当する者をいうものであること。

※「H12老企36」より 

③「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ※「H12老企36」より 

[1] 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用につい     

て」（平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症

高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度

の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」とい

う。）を用いるものとする。 

 [2] [1]の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービ

ス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平

成十八年三月十七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載

した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関す

る意見 （１）日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいう

ものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

[3] 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含

む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の「認知症

高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ１．４月の途中で、日常生活自立度がⅢ以上又はⅢ未満となった場合、認知症加算をどのように算定

するのか？ 

Ａ．認知症加算の算定における「日常生活自立度」については、「当該月における最終的な医師の判定

結果」によります。従って、 

◎ 月の途中で、日常生活自立度がⅡ→Ⅲと判定された場合、⇒ 当該月は、Ⅲ以上として、認知症

加算を算定できます。 

◎ 月の途中で、日常生活自立度がⅢ→Ⅱと判定された場合、⇒ 当該月は、Ⅲ未満として、認知症

加算を算定できません。 

※平成21 年11 月11 日 厚生労働省 老健局 振興課 人材研修係へ確認済み より 

Ｑ２．「日常生活自立度」について、「主治医意見書」と「認定調査の結果」の判定が異なっていた場

合、どちらが優先されるか？ 

Ａ．「主治医意見書」が優先されます。認知症加算の「日常生活自立度」の判定については、「医師の

判定」又は「主治医意見書」（下記様式例 参照）を用いることとし、「医師の判定」がない場合 

や「主治医意見書」を用いることについて同意が得られていない場合のみ、「認定調査の結果」を

用いることとされています。従って、「主治医意見書」を用いることに同意が得られていれば、「主

治医意見書」の判定結果が優先されます。ただし、日常生活自立度について「主治医意見書」と「認

定調査の結果」の判定が異なっていた場合であって、当該「認定調査の結果」を受けて利用者の状

態等について主治医へ連絡し、改めて日常生活自立度の判定を求めた結果、主治医が新たに「日常

生活自立度Ⅲ以上」と判断すれば、当該「医師の判定」を得た日の属する月より認知症加算を算定

することができます。 

※平成21 年11 月11 日 厚生労働省 老健局 振興課 人材研修係へ確認済み より 
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Ｑ３. 認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。 

Ａ．主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとす

る。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。 

また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用

者に関する情報共有を行うものとする。※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) 

算
定
の
流
れ 

 

 

 

 

 

判
定 

１．「日常生活自立度」がⅢ以上である場合に算定する。 

２．「日常生活自立度」の判定は、「医師の判定」又は「主治医意見書」（＝以下「判定結果」

と言う）を用いる。 

３．複数の判定結果がある場合は、最も新しい判定を用いる。 

４．判定結果の確認方法は「書面」「口頭」等を問わない。 

５．仮に、「医師の判定」がない場合や「主治医意見書」を用いることについて同意が得られ

ていない場合は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。 

判
定
結
果
の

記
録
保
存 

①「主治医意見書」等、「文書」により判定結果を確認した場合は、当該文書の写しをケアプラン等

と一体として保存すること。 

②「口頭」により確認した場合や「文書」の写しが入手できない場合は、判定した医師名、判定日、確

認日、確認方法、判定結果等を居宅支援経過等に記録すること。 

 

 

 

加算・減算・運営規準について 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

算
定
内
容 

小規模多機能型居宅介護事業所を利用にあたって連携した場合 ⇒ 300単位／月 

※加算の趣旨：居宅介護支援を受けた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護事業所の利用

へと移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を小規模多機能型居宅介護支援

事業所に提供した場合等について評価を行う。 

算
定
要
件 

利用者が指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第62条に規定する指定小

規模多機能型居宅介護をいう。）の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模

多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第63条

第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に提供し、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、

この場合において、利用開始日前６月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。 

 

参考）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の取扱いについて ※【Ｈ１２老企36】より 

 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利

用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画

の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介護事業所につい

て六月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者

が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。 

判定結果

の確認 

判定結果を

記録し保存 

判定結果

変更 

サービス担当者会議等を通じ

て、利用者に関する情報を共有

変更内容の 

情報共有 



加算・減算・運営基準について  9 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Q．居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始し

た場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることと

なり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介

護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用

開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への「給付管理票」の作成と提出はど

こが行うのか。 

Ａ．利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護（又は介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略）を

受けている場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアププラン作成を行うこ

ととなる。この場合の給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出を行い、

当該月について居宅介護支援費（又は介護予防支援費。以下略）は算定されないこととなる。＊１ 
 

月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能

であるため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援

専門員が小規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居

宅介護支援費の請求を行うこととなる。＊２  

なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点（又は最後）の居宅介護支

援事業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護費を提出することとなる。 

※平成18年4月改定関係Q＆A(vol.2)より 

 

 

算
定
ま
で
の
流
れ 

 

 

 

 
① ケアマネジャーが小規模多機能型居宅介護事業所へ出向いて利用者情報の提供を行い。 

② 小規模多機能型居宅介護のケアプラン作成に協力 

③ 当該該利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合に算定 

 

 

居宅介護支援 

サービス 

小規模多機能型居

宅介護サービス 
サービス移行 

・過去６月以内に当該加算を算定した利用者には算定できません。 

・「給付管理」が行えない場合は算定できません。※「Ｑ＆Ａ集等」を参照 

算定においての注意点 
 

＊１の例） ＊２の例） 

６月４日サービスを移行したとしても、６月

は居宅サービスの利用がなく、月を通して

小規模多機能型居宅介護を利用している

ため、給付管理は小規模多機能型居宅介

護が行うこととなる。 

6/1 
5 月 

6/4 6/30 

小規模多機能

型サービス 

利用有り 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
無
し 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

利
用
有
り 

移行日 

居宅介護支援 

上段：前半が居宅介護支援により居宅サービス利

用、後半が小規模多機能型居宅サービス利用の

場合。 下段：上欄の逆の形。 

上段、下段同様、「給付管理」は、前・後半まとめた

上で、１月分の給付管理を居宅介護支援事業所が

行うことになります。 

6/1 6/１５ 6/30 

居宅介護支援 小規模多機能

型居宅介護 

移行日 

居宅介護支援 
小規模多機能

型居宅介護 

上 

下 

前半 後半 
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加算・減算・運営規準について 特定事業所加算 

算
定
内
容 

特定事業所加算（Ⅰ） ⇒ 500単位／月 

特定事業所加算（Ⅱ） ⇒ 300単位／月 

※加算趣旨：中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質

の高いケアマネジメントを実施している、いわば「モデル的な居宅介護支援事業所」を評価すること

により、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。また、今年

度（平成24年度）から、より質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算（Ⅱ）

の算定要件を見直す。 

算
定
要
件 

 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ．加算の要件中「（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を

実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めな

ければならない」とあるが、平成２４年４月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかかる届出

までに研修計画を定めれば算定できるのか。 
Ａ．算定できる。平成24年４月に算定するにあたっては、報酬算定に係る届出までに研修計画を定める

こととなる。 ※平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) より 

Ｑ．主任介護支援専門員「等」の者がいる場合、加算はいつから算定できるのか。 

Ａ．平成２１年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者が、主

任介護支援専門員研修の受講要件を満たし、給付管理を行った月から算定できるものとする。 

  ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) より 

 
 
① 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。 

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を

定期的に開催すること。 

④ 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保して

いること。 

⑤ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五

である者の占める割合が百分の五十以上であること。 

⑥ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施しているこ

と。 

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な

事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

⑨ 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

⑩ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介

護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。 

特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件 

 
 
① 上記の特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件のうち、①、③、④、⑥、⑦、⑨及び⑩の基準に適合す

ること。 

② 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。 

今年度の追加要件とは？ 

特定事業所加算(Ⅰ)の⑥、⑦が追加される。 

⑥ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施してい

ること。 

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困

難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件 
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Ｑ．居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなけれ

ばならないこととされているが、その様式は示されるのか。 

Ａ．別添①の標準様式（省略）に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。 

  ※以上の別添①の標準様式『居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する

記録（保存用）〔標準様式〕』 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.2)に掲載あり。 

    ※平成18年4月改定関係Q＆A(vol.2) より 

Ｑ．特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合にお

ける特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 

Ａ．特定事業所加算については、月の１５日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、１６日以

降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事

業所加算（Ⅱ）を算定していた事業所が（Ⅰ）を算定しようとする場合の取扱いも同様である（届

出は変更でよい。） 

また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を

満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったそ

の月から加算の算定はできない取扱いとなっている。 

ただし、特定事業所加算（Ⅰ）を算定していた事業所であって、例えば、要介護３、要介護４又は

要介護５の者の割合が５０％以上であることの要件を満たさなくなる場合は、（Ⅰ）の廃止後（Ⅱ）

を新規で届け出る必要はなく、（Ⅰ）から（Ⅱ）への変更の届出を行うことで足りるものとし、届

出日と関わりなく、（Ⅰ）の要件を満たせなくなったその月から（Ⅱ）の算定を可能であることと

する（下図参照）。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出

を行うこと。 ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2) より 

  ＜例＞ 

特定事業所加算（Ⅰ）を取得していた事業所において、８月中に算定要件が変動した場合 

・８月の実績において、(Ⅰ）の要件を満たせないケース…８月は要件を満たさない。このため８

月から(Ⅰ）の算定はできないため、速やかに(Ⅱ）への変更届を行う。 

算
定
要
件
の
概
要
と
加
算
ま
で
に
必
要
な
手
続
き
等
に
つ
い
て 

「特定事業所加算について」 

※平成１２年老企第３６号「第三 居宅介護支援費に関する事項（第11号 特定事業所加算の取扱い

について）」より 

(１)趣旨 

 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材

を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメント

の質の向上に資することを目的とするものである。 

(２)基本的取扱方針 

 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも

適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となるものである。 

 本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースを中心と

した質の高いケアマネジメントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう

留意されたい。 

(３)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

 九十六号告示第五十八号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。 

① (１)関係 

  常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない

場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

② (２)関係 
 常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがっ

て、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員三名の

合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

③ (３)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次

の要件を満たすものでなければならないこと。 

                                 ※次ページに続く 
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算
定
要
件
の
概
要
と
加
算
ま
で
に
必
要
な
手
続
き
等
に
つ
い
て 

  ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(１)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

   (２)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

   (３)地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

   (４)保健医療及び福祉に関する諸制度 

   (５)ケアマネジメントに関する技術 

   (６)利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

   (７)その他必要な事項 

  イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならないこと。 

  ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。 

④ (４)関係 

  二十四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に

応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支

援専門員が輪番制による対応等も可能であること。 

⑤ (５)関係 

  要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合が五十％以上であることについては、毎月その割合を

記録しておくこと。 

  なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこと

とされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に

積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。 

  また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当

するケースについては、例外的に（５）の五十％要件の枠外として取り扱うことが可能であること（す

なわち、当該ケースについては、要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合の計算の対象外として

取り扱うことが可能）。 

⑥ (６)関係 

  「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上

のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員につい

て個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる

三月前までに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、

適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の

届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。 

 ⑦ (７)関係 

  特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければ

ならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。 

 ⑧ (９)関係 

  特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえ

た、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 

 ⑨ (10)関係 

  取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四十名

未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメ

ントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。 

 ⑩ 特定事業所加算（II）について 

  常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がな

い場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

  また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。

したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専

門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

 ⑪ その他 

  特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事

業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対

し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

（４）手続 

 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、二

年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。 
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加算・減算・運営規準について 入院時情報連携加算 

算
定
内
容 

＜改定前＞                   ＜改定後＞ 

                        入院時情報連携加算（Ⅰ）⇒ 200 単位／月 

                        入院時情報連携加算（Ⅱ）⇒ 100 単位／月 

算
定
要
件 

【入院時情報連携加算（Ⅰ）】 

介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行

った場合。 

【入院時情報連携加算（Ⅱ）】 

介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して

必要な情報提供を行った場合。 

 算定要件 
①利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、1人につき1月に1回を限度として以上に該当する

所定単位数を加算する。 

②算定要件同様に利用者が入院してから遅くとも7日以内（提出期限）に情報を提供した場合 

③また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合※加算Ⅰ）、内容、提供手段（面談、

FAX等）等について居宅サービス計画等に記録する。 

 提供する必要な情報とは？ 

①心身の状況として 

  例えば） 疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など 

 ②生活環境として 

  例えば） 家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族の状況など 

 ※以上、書式については、決まりはなく任意様式ではあるが、以上の内容が網羅されている物 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Q．加算(Ⅱ)の病院または診療所に訪問する以外の方法とは、電話・FAX・郵便として解釈して良いのか。 

A．そのとおり。加えて、メールについても方法の一つと考える。 

※平成24年度改定介護保険「長崎市介護支援専門員連絡協議会 介護報酬改定に関するQ＆A」長

崎市介護保険課 より 

Q．前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居

宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職

員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算（旧加算名）算定の

取扱いについて具体的に示されたい。 

A. 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の１０日（前月の介護給付費等の請

求日）までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがっ

て、下記の例においては、Ａ、Ｂは算定可能であるが、１０日を過ぎて情報提供をおこなったＣに

ついては算定することができない。 ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) より 

  例） 

 

 

 

    

 

 

 

※但し、情報提供Cは入院してから7日以内の情報提供であるため、7月中に退院し、介護サービス

を利用した場合は算定可能となる。 

算
定
の
流
れ 

 

     

医療連携加算 ⇒ 150単位／回 

入院 情報提供 

７/１０ 

介護請求 

８/１０  

介護保険 

サービス利用 

７/１～７/１０ ７/１２ 

・入院から 7 日以内を期限に提出 

・直接、面接し提供の場合加算Ⅰ 

・FAX 等での提供は加算Ⅱ 

 6/1～ 7/1-7/5 ７/５ ７/７ 7/10 7/12 

経過 
介護保険サ

ービス利用 

介護保険サー

ビス利用なし 
入院 入院中 

6月分 

請求日 
入院中 

病院の提

供時期 
  情報提供A 情報提供B  情報提供C 

算定有無   
6月分請求

にて請求可 

6月分請求

にて請求可 
 請求不可 

 

Ｐ）事前に入院が決まっているなどの理由で、入院前にいずれかの方法で情報提供した場合も算定

可能である。 
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加算・減算・運営規準について 退院・退所加算 

算
定
内
容 

＜改定前＞                     ＜改定後＞ 

退院・退所加算（Ⅰ）⇒ 400 単位／月 

退院・退所加算（Ⅱ）⇒ 600 単位／月 

算
定
要
件 

① 退院及び退所において、その居宅において、居宅サービス及び地域密着型サービスを利用する場合

において、当該、退院、退所に当たって、当該病院等の職員と面談等を行ったうえで、当該利用者

に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス及び地域密着

型サービスの利用調整を行った場合、その入院または入所期間中につき 3 回を限度として算定可能。 

② 面談等の情報については、退院・退所前に確認することが望ましいが、退院日から遅くとも 7 日以

内に情報を得た場合。 

③ 3 回算定が可能なのは、そのうち、1 回について、入院中の担当医等との会議（診療報酬：退院時共

同指導料の対象となるもの）に参加して退院後の在宅での療養上必要な説明を行う必要がある。 

※会議に参加した場合は、当該会議の日時、開催場所、出席者、内容の要点等に居宅介護支援経過（様 

式定めはない、内容を満たすメモ等でも可）に記録し、その写しを利用者又は家族に提供する。 

④ 入院・入所等に該当する施設は、病院、診療所、介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設。 

 算定においての注意 

・初回加算を算定する場合は算定できない。 

・同一日に必要な情報提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定  

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Ｑ1．退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用し

た場合、具体的にいつの月に算定するのか。 

Ａ．退院又は退所に当たって、保険医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提

供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する

調整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当

該加算を算定する。 

ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられ

るため、必要に応じて、再度保険医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。

なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保険医療機関等の職員と面談等

を行う必要はない。   ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1) 

Ｑ2．病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービ

ス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。 

Ａ．退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・

退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものである。また、当該情報

に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサービス

の提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間サー

ビスが提供されなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行わ

れた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が属する日の翌月

末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができないものとする。 

例）※下記の例の場合、算定不可                              

6/20 退院・退所日が決まり、病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成 

6/27 退院・退所日 

6/27-8/1 サービス提供なし 

8/1 8月からサービス提供開始 

                       ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)より 

Ｑ3．退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情

報提供については、誰が記入することを想定しているのか。 

Ａ．退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書については、介護支援専門員が病院、診

療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプランの作

成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものである。 

したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入することを

前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを妨げる

ものではない。なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。 

                       ※平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)より 

退院退所加算 ⇒ 300単位／回 
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Ｑ4．入院又は入所期間中につき３回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の

都度加算できるようになるのか、あるいは１月あたり１回とするのか。 

  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。 

Ａ．利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築してい

くため、入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数（３回を限度）を評価する

ものである。 

  また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入院・入所期間において訪問

した回数（３回を限度）を算定する。ただし、三回算定することができるのは、そのうち一回につ

いて、入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な

説明（診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となるもの）を行った上で、居宅サービス計画

を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。 

※介護保険最新情報vol.267「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) （平成24 年3 月16 日）」

の送付について より 

Ｑ5．病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①～③のいずれか。 

①病院、老健でそれぞれ算定。 

②病院と老健を合わせて算定。 

③老健のみで算定。 

Ａ．退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より適

切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握できる直近

の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。 

  ※介護保険最新情報vol.267「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) （平成24 年3 月

16 日）」の送付について より 

Ｑ6．「医師等からの要請により～」とあるが、医師等から要請がない場合（介護支援専門員が自発的

に情報を取りに行った場合）は、退院・退所加算は算定できないのか。 

Ａ. 介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報を

得た場合も算定可能。 

ただし、３回加算を算定することができるのは、３回のうち１回について、入院中の担当医等との会

議（カンファレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算定方法別表

第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料二の注３の対象となるもの）を行った上で、居宅サー

ビス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る。 

なお、当該会議（カンファレンス）への参加については、３回算定できる場合の要件として規定して

いるものであるが、面談の順番として３回目である必要はなく、また、面談１回、当該会議（カン

ファレンス）１回の計２回、あるいは当該会議１回のみの算定も可能である。 

※介護保険最新情報vol.273「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24 年3 月

30 日）」の送付について より 

Q7．退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議（カンファレンス）に参加した場合は、（１）

において別途定める様式ではなく、当該会議（カンファレンス）等の日時、開催場所、出席者、内

容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付す

ること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。 

Ａ． 居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につい

て」（平成11年11月12日付け老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において、標準

例として様式をお示ししているところであるが、当該様式の中であれば第５表の「居宅介護支援経

過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。 

  ※介護保険最新情報vol.273「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24 年3 

月30 日）」の送付について より 

Ｑ8．入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、

出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付すること

になっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や

看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈

してよいか。 

Ａ．そのとおり         

※介護保険最新情報vol.273「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成24 年3 月

30 日）」の送付について より 



加算・減算・運営基準について  16 

Ｑ9．転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所

加算を算定することは可能か。 

Ａ．可能である。 

退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報共

有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居宅

サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能である。 

なお、この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることは必要である。  

 ※関係問：Ｑ５「複数の医療機関等を転院等した際の面談等が算定対象となる該当機関」について 

※介護保険最新情報vol.284「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成24年4

月25日）」の送付について より 

Ｑ10．4 月に入院し、6 月に退院した利用者で、4 月に1 回、6 月に1 回の計2 回、医療機関等か

ら必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。 

Ａ．利用者の退院後、6 月にサービスを利用した場合には6 月分を請求する際に、2 回分の加算を算

定することとなる。 

なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみ

を算定することはできないため、例えば、6 月末に退院した利用者に、7 月から居宅サービス計画

に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に2 回情報の提供を受けた場合は、7 月分を請求

する際に、2 回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス利

用につなげていることが必要である。  

※関係問：Ｑ２「退院後サービス開始までの一定の期間の取扱い」について 

※介護保険最新情報vol.284「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成24年4

月25日）」の送付について より 

Ｑ11. 3回算定する際、1回の会議（カンファレンス）が必要だが、参加者は、『注３』に該当する構

成員3名以上参加がないといけないのか。 

Ａ．カンファレンスには、入院中のかかりつけ医、ケアマネジャー以外に、職種として、退院後の主治

医、主治医の病院の看護師など2者以上参加がないと算定できないと考える。 

  ※平成24年度改定介護保険「長崎市介護支援専門員連絡協議会 介護報酬改定に関するQ＆A」長

崎市介護保険課 より 

Ｑ12. 今までのシートの使用で問題ないか。入院期間中3回まで算定ができ、うち1回は会議参加とな

っているが、他の2回は病院に出向いて情報提供を受けサービス利用調整を行うと算定ができるの

でしょうか。 

Ａ．そのとおり、あくまで、病院に出向いて、情報提供を受けることが算定の条件と考える。 

  シート（参考様式：本資料末項に添付）については、『「介護保険の給付対象事業における会計の区分につい

て」等の一部改正について平成24年3月30日 厚生労働省老健局振興課長より』示された参考様式があるが、

必ずしも使用する必要はなく、示された様式の内容が網羅されている物で良い。 

算
定
の
流
れ 

 3 回算定する場合について 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回目 

面談 

１回目 

面談 

３回目 

会議 

Ｐ）面談については家屋調査であっても算定対象 

Ｐ）会議の構成員は、以上Ｑ＆Ａ「Ｑ11」を参照 

Ｐ）「退院・退所情報記録書」は、1 回目～3回目

まで各記録を残すこと。また、3 回目の会議

記録も合わせてメモ等に残す。 

退院に向けての調整段階 

 

退院段階からサービス開始まで 

 

居宅サービス計画書 

同意と提供 

サ
ー
ビ
ス
開
始 

退
院 

報酬

算定 

Ｐ）サービス調整後、新たに
作成した居宅サービス
計画書（会議の内容を記
録した物を添付）を利用
者及び家族に提出。 

 

Ｐ）サービス
開始月の
翌月に算
定 
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加算・減算・運営規準について 緊急時等居宅カンファレンス加算 新規 

算
定
内
容 

緊急時等カンファレンス加算 ⇒ 200 単位／回 

算
定
要
件 

(１) 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪
問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス又は地域密着型サービスの利用調整を
行った場合。 

(２) 利用者1人につき1月2回を限度として所定単位数を加算する。 
 算定要件の留意事項 

① カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレンスに参

加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載する。 

②  当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変

更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等は大きく変化して

いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サー

ビス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

Q．カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 

Ａ．月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算

定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介

護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。 

※平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) 

Ｑ．「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった

場合も算定できるのか。 

Ａ．当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更

等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化している

ことが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評価

をするものであり算定できる。  ※平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1) 

Ｑ．病院または診療所の求めではなく、ケアマネジャーが求めて開催した場合でも算定可能か。 

Ａ．当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更

等の必要が生じた場合に行われるものなので、あくまで、病院または診療所の求めによるもののみ

算定可能と考える。   ※平成24年度改定介護保険「長崎市介護支援専門員連絡協議会 介護報

酬改定に関するQ＆A」長崎市介護保険課 より 

算
定
の
流
れ 

 

     

担当

ＣＭ 
病院 

診療所 

結果を記録 

 
病状の急変
等が起きる 

カンファレンス 

の要請 

 

・カンファレンスの要点を居宅サービス

計画書等に記載する。 

・支援内容の変更等生じる場合は居宅サ

ービス計画を変更。 

 

カンファ 

レンス 

利用者の居宅にて、医師又

は看護師等と共に訪問。 

 

報酬算定 

・開催月の翌月の請求の際に算定 

・話あった結果、居宅サービス計画が変

更にならない場合も算定可能。 

病院又は診療所ではなく、介護支援専門

員からの求めは算定要件とならない。 
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加算・減算・運営規準について 複合型サービス事業所連携加算 新規 

算
定
内
容 

複合型サービス事業所を利用にあたって連携した場合 ⇒ 300単位／月 

※加算の趣旨：居宅介護支援を受けた利用者が居宅サービスから複合型サービス事業所の利用へと移行

する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者の必要な情報を複合型サービス事業所に提供した場合

等について評価を行う。 

算
定
要
件 

 

※本加算は加算の特性、趣旨等が「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と同様である

ため、算定要件についても同様である。 
 

利用者が指定複合型サービス（指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをい

う。）の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合型サービスを提供する指定複合

型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準第171条第１項に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。以下同じ。）に提供し、当該指定複合型サービス事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場

合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前６月以内において、当該利用者による当該指定複合型

サービス事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。 

 

参考）複合型サービス事業所連携加算の取扱いについて ※【Ｈ１２老企36】より 

 当該加算は、介護支援専門員が、複合型サービス事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の

情報提供を行うことにより、当該利用者の複合型サービスにおける居宅サービス計画の作成に協力を行った

場合に、算定を行うものである。ただし、当該複合型サービス事業所について六月以内に当該加算を算定し

た利用者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者が複合型サービスの利用を開始

した場合にのみ算定することができるものとする。 

Ｑ
＆
Ａ
集
等 

 

※特に厚生労働省などからの発信はないが、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と加算の特性趣旨

であるため、「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の項のＱ＆Ａ」の内容を参照。 

算
定
ま
で
の
流
れ 

 

 

 

 
① ケアマネジャーが複合型サービス事業所へ出向いて利用者情報の提供を行い、 

② 複合型居宅サービス事業のケアプラン作成に協力 

③ 当該利用者が複合型居宅サービス事業所の利用を開始した場合に算定 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援 

サービス 

複合型サービス事

業所連携加算 
サービス移行 

算定においての注意点 
 

・過去６月以内に当該加算を算定した利用者には算定できません。 

・「給付管理」が行えない場合は算定できません。※「Ｑ＆Ａ集等」を参照 



加算・減算・運営基準について  19 

 

 

退院・退所情報記録書 

情報収集先の医療機関・施設名  

電話番号  

面談日 平成  年  月  日 面談日 平成  年  月  日 

所属（職種） 所属（職種） 

 

ふりがな 

利用者氏名               （男・女） 

生年月日（明・大・昭）      年   月   日（  歳） 

入院期間 入院日     年   月   日 ～ 退院（予定）日     年   月  日 

手術  有（手術名              ）・無 

要介護度 

未申請・区分変更中・新規申請中・非該当 

要支援 １・２  要介護 １・２・３・４・５ 

 認定日   年  月  日 有効期間   年  月  日～    年  月  日 

 

 入院・入院中の状況 （特記事項） 

疾病の状態 

主病名 

副病名 

主症状 

既往歴 

服薬状況 無・有 

（内服：介助されていない・一部介助・全介助） 

（感染症、投薬の注意事項（薬剤名、薬

剤の剤影、投与経路等）等） 

特別な医療 

点滴の管理 中心静脈栄養 透析 

ストーマ（人工肛門）の処置 酸素療法 

気管切開の処置 疼痛管理 経管栄養 

褥瘡の処置  カテーテル 喀痰吸引 

その他（               ） 

（導入予定の医療系サービス等） 

食事摂取 

介助されていない・見守り等・一部介助・全介助 

嚥下状況（良・不良） 咀嚼状況（良・不良） 

（ペースト・刻み食・ソフト食・普通/経管栄養） 

・制限 無・有（塩分・水分・その他（   ）） 

（制限の内容等） 

口腔清潔 介助されていない・一部介助・全介助  

移動 

介助されていない・見守り等・一部介助・全介助 

（見守り・手引き・杖・歩行器・ 

シルバーカー・車椅子・ストレッチャー） 

（独自の方法・転倒危険・住宅改修の必

要性等） 

洗身 

介助されていない・一部介助・全介助・不可・ 

行っていない 

・入浴の制限 無・有（シャワー・清拭・その他） 

 

排泄 
介助されていない・見守り等・一部介助・全介助 

オムツ・リハビリパンツ（常時・夜間のみ） 

（留置カテーテル等） 

夜間の状態 良眠・不眠（状態：           ）  

認知・精神面 
・認知症高齢者の日常生活自立度（     ） 

・精神状態（疾患） 無・有（     ） 

（認知症の原因疾患等） 

リハビリ等 
・リハビリテーション 無・有（頻度：    ） 

・運動制限 無・有 

（リハビリ・運動制限の内容、導入予定

のサービス等） 

療養上の留意する事項 

 

 

診療報酬の退院時共同指導料二の注三の対象となる会議（カンファレンス）に参加した場合は、本様式ではなく、当該会

議（カンファレンス）の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画書等に記録すること。 

 

参考様式：「退院退所加算」Ｑ＆Ａ（Ｑ１２）より 


